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政
令
第

号

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百

十
号
）
第
五
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百

八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
中
「
又
は
同
法
」
を
「
、
同
法
」
に
改
め
、
「
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
又
は
同
法
第
六
条
の

三
第
九
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
、
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
業

所
内
保
育
事
業
若
し
く
は
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
病
児
保
育
事
業
を
行
う
施
設
（
病
児
保
育
事
業
を
行
う
施
設
に
あ
つ
て

は
、
不
特
定
の
者
の
用
に
供
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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理

由

騒
音
防
止
工
事
の
費
用
に
つ
き
特
定
飛
行
場
の
設
置
者
に
よ
る
補
助
の
対
象
と
な
る
学
校
に
類
す
る
施
設
と
し
て
、
家
庭
的

保
育
事
業
等
を
行
う
施
設
を
追
加
し
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


